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精神科訪問看護重要事項説明書 

 

 
 あなたやご家族が利用しようと考えている訪問看護サービスについて、知っておい

ていただきたい内容を説明いたします。 

 

１．訪問看護とは･･･地域で生活している利用者様のご自宅等へ看護師、精神保健福祉

士、作業療法士などが訪問し、利用者様およびご家族様へ個別に看護サービスや生

活上の支援を実施することです。 

 

２．訪問看護の目的･･･訪問看護を通して、病状観察、服薬指導、医療の継続、症状悪

化時の対応、生活上の困りごとの相談に対応することで自立したその人らしい生活

を送ってもらうことを目的としています。 

 

３．訪問看護サービスを提供する事業所 

事業所名 社会医療法人居仁会 心の訪問看護ステーションひなが 

所在地 三重県四日市市日永西 3 丁目 5 番 37 号 

TEL：059-348-5511  FAX：059-348-5512 

事業所管理者 島本美保子 

職員体制 看護師・准看護師  12 名（常勤 2 名・非常勤 10 名） 

精神保健福祉士   １名（非常勤） 

事務員       １名（非常勤） 

 

４．サービスの内容 

・健康状態の観察と病状観察 

・日常生活の援助・助言（衣食住、生活リズムなど） 

・薬の飲み方や、病気・治療についての相談・教育的支援 

・対人関係の相談 

・社会参加の支援 

・ご家族への支援・相談 

 

５．事業実施地域及び営業時間 

対象地域 四日市市 

営業日 月～土曜日，土曜日は午前のみ 

（第 3・5 土曜日・祝祭日・夏季・冬季休暇を除く） 

※休日は別途お知らせします 

営業時間 月～金曜日：8:30～17:00 土曜日：8:30～12:15 

 

６．ご利用方法 

 ご利用の相談は、ステーションにご連絡ください。総合心療センターひながに入院

中・通院中の方は、主治医や病院スタッフに直接相談していただけます。 

 ご利用には、主治医からの指示書が必要になります。指示書は訪問看護ステーショ

ンに提出されます。 
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 主治医の指示書が発行された後、面接を行い、サービスの説明と契約を行います。

訪問看護計画書に同意をいただいた後、訪問看護が開始になります。 

  

 

 

 

 

 

 

７．ご利用料金 

①訪問看護料金 

  ※訪問看護料についての詳細は、別紙をご参照ください。 

料金は各種医療保険の適用が受けられます。自立支援医療の手続きを行うこと

で 1 割負担となります。 

 ②交通費   

 交通費は、無料です。 

【利用料金等のお支払い方法】    

  毎月、10 日までに前月分の請求をいたしますので、25 日までにお支払いくださ

い。総合心療センターひながに通院されている方は、受診時に病院の会計窓口でお

支払いいただきます。 

  なお、総合心療センターひながを利用されていない方は、請求書を郵送させてい

ただきますので、郵便振込でのお支払いでお願いいたします（振込手数料は無料）。

入金確認後、領収証を発行します。 

 ※領収書の再発行はいたしませんので、お取り扱いには十分お気をつけください。 

 

8. ご利用にあたってのお願い 

・保険証及び自立支援受給者証などの確認をさせていただきます。これらの内容に変

更が生じた場合は、必ずお知らせください。 

・やむを得ず訪問予定の変更を希望される場合は、事前にご連絡ください。変更に関

しては可能な限り努力致しますが、ご希望に添えない場合もありますのでご了承下

さい。 

・訪問予定の時刻については、当日の交通事情等により、多少前後することがありま

す。予めご了承ください。 

・通常は２名で訪問します。ただし、ステーションの都合で１名で訪問させていただ

くこともありますので、ご了承ください。 

・デイケアを利用されている方は、訪問看護とデイケアの同日利用はできませんので

ご注意ください。（ショートケアは、同日利用できます。）  

・訪問看護実施にあたり、利用者様ならびに訪問看護スタッフの安全確保のため、災

害発生時（台風、大雨暴風警報発令時、積雪による道路交通事情、地震など）は、

やむを得ず訪問看護を中止させていただく場合があります。 

中止に関し、可能な限り事前にご連絡させていただきますが、場合によっては連絡

できないこともあります。 

・訪問看護中、事故やトラブルが発生した場合は、訪問看護を中止させていただく場

合があります。飲酒されている状態では、訪問看護は受けられません。 

・訪問看護回数の変更、利用の終了については、主治医とご相談ください。 

サ ー ビ ス

提 供 の 依

頼・ご相談 

主治医

の指示

書交付 

面接：契約 

重要事項の説明 

サービス提供の

契約 

訪問看護計画

書の作成・同

意と交付 

訪問看護

サービス

開始 
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・利用者様およびご家族様の住所、電話番号が変更になった場合は速やかにご連絡く

ださい。 

 

9. 緊急時および事故発生時の対応方法 

・緊急時および事故発生時にあたっては、緊急対応のうえ利用者様の主治医へ連絡し

その指示に従います。また登録されている緊急連絡先に連絡いたします。 

・訪問看護中、身体および精神症状の悪化により、緊急受診が必要と判断し、救急搬

送を依頼する場合があります。救急隊へ利用者様情報を提供させていただきます。 

・当事業所の提供する訪問看護サービスにおいて事故が発生し、当事業所の責に原因

をみとめられる損害賠償については速やかに対応します。 

 

10. 虐待の防止についての対応方法 

・利用者等の人権の擁護・虐待防止等の為に次に挙げる通り必要な措置を講じます。 

・事業所職員は虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、啓発・普

及するために研修会を定期的に実施しています。 

・サービス提供中に、当該事業所職員または養護者（利用者の家族等高齢者を現に養

護する者）による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかにこれ

を市町村へ通報し対応します。 

・虐待防止に関する責任者を選定しています。 

  責任者：管理者  島本美保子 

（身体拘束等の正当化） 

・本事業所は、身体拘束等の正当化のための指針を整備し、職員に向け研修を定期的 

に実施します。 

 

11.  ハラスメントについての対応方法 

下記の行為が見受けられた際、場合により利用者に対し契約解除します。 

・身体的暴力（物をなげつける・刃物を向ける・服をひきちぎる など） 

・精神的暴力（怒鳴る・奇声や大声を発する・特定の職員に嫌がらせをする） 

・セクシャルハラスメント（身体を触る・腕を引張る・ストーカー行為・抱きしめる） 

・カスタマーハラスメント（契約外の無理な要求など） 

 

12. 個人情報の保護 

・訪問看護をするうえで知り得た利用者様またはそのご家族の秘密を守ることを義務

とし、個人情報の管理に厳重な注意を払います。訪問看護の内容は、主治医へ書面

で報告させていただきます。必要時に他機関と連携を行うこともありますが、その

際には事前に同意を得た上で適正な取り扱いに努めます。 

 

13. 苦情・相談の窓口 

 

心の訪問看護ステーションひなが 

相談担当者  管理者 島本美保子 

    連絡先    電話：059-348-5511  FAX：059-348-5512 

    受付時間   月～金曜日：8:30～17:00  

土曜日：8:30～12:15（第 3・5 土曜日は休み） 
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 お気軽にご相談ください。 

当事業所以外に、市役所の苦情窓口等に苦情を伝えることができます。 

 

＊四日市市役所 健康福祉部 介護・高齢福祉課 

  四日市市諏訪町1番5号 

 電話：059-354-8425 

 FAX ：059-354-8280 

＊三重県国民健康保険団体連合会（介護保険課苦情処理係） 

  津市桜橋2丁目96番地 三重県自治会館2階 

 専用電話：059-222-4165    

 

                             2016 年 11月 1日施行 

      2017 年 4 月 1日改定 

2017 年 11 月 1 日改定 

2017 年 12 月 1 日改定 

2018 年 2 月 1日改定 

2019 年 4 月 1日改定 

2020 年 4 月 1日改定 

2020 年 7 月 1日改定 

2022 年 7 月 1日改定 

2023 年 4 月 1日改定 

                             2024年 4月 1日改定  

                             2025年 4月 1日改定  

  2026 年 1 月 5 日改定 
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精神科訪問看護契約書 

 

（        ）様（以下「利用者」とします）と、心の訪問看護ステーション

ひなが（以下「事業者」とします）は、訪問看護の利用について次のとおり契約しま

す。 

第１条（契約の目的） 

 事業者は利用者に対し、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ、自立 

したその人らしい日常生活を営むことができるように訪問看護サービスを提供し、利用 

者は事業者に対し、そのサービスに対する料金を支払います。 

 

第 2 条（契約期間） 

 この契約の期間は、主治医の訪問看護指示書の指示期間となります。 

 

第 3 条（訪問看護計画） 

1 事業所は、利用者の日常生活の状況及び希望をふまえて、「訪問看護共有計画」 

を作成し、利用者およびその家族に説明します。 

２ 事業者は、利用者がサービスの内容等の変更を希望する場合、「訪問看護共有計画」

を変更します。 

 

第 4 条（サービス提供の記録等） 

  事業者は、サービスの提供に関する記録を整備するとともに、これをこの契約終了

後 2 年間保管します。 

  

第 5 条（訪問看護の利用料） 

１ 利用料およびその他の費用は、別紙「精神科訪問看護重要事項説明書」に記載し

たとおりです。なお、利用者負担金は関係法令に基づいて決められているため、

契約期間中にこれが変更になった場合は、改訂後の金額が適応されます。 

２ 利用者が正当な理由なく事業者に支払うべき利用者負担金を 3 ヶ月以上滞納した

場合において、事業者が 1 ヶ月以内に利用者負担金を支払わない場合には契約を

解除する旨の催告をすることができます。 

 

第 6 条（契約の終了） 

１ 利用者は、事業者に対して 7 日の間以上の予告期間をもって契約の解除ができま

す。 

※ 事前に主治医と相談してください。 

２ 事業者は、利用者の著しい不信行為により契約を継続することが困難となった場

合は、契約終了とします。この場合は、事業者は主治医に連絡します。 

３ その他、次のいずれかの事由が発生した場合、契約を終了します。 

・契約期間が終了し、継続されなかったとき 

・入院が長期に及ぶとき 

・利用者から解約されたとき 

・事業者から解約されたとき 

・事業者から契約の解約の意思表示がなされたとき 

・利用者が、当ステーションから訪問看護が行えない場所に入所又は転出した場合 
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・利用者が死亡したとき 

・最終受診より 6 ヶ月以上経過したとき 

 

第 7 条（秘密保持） 

１ 事業者及びその従業員は、訪問看護をするうえで知り得た利用者又はその家族の

秘密・個人情報について、契約中及び契約終了後、第三者に漏らすことはありま

せん。 

２ 事業所は、利用者の個人情報を用いる場合は、利用者の生命や身体等に危険があ

り緊急を要する場合等正当な理由がある場合を除いて事前に同意を得、当該法令

の規定に従い適正な取り扱いに努めます。 

 

第 8 条（損害賠償） 

事業所は、本契約に基づくサービスの実施に伴って、自己の責に帰すべき事由によ

り契約者に生じた損害について賠償する責任を負います。 

 

第 9 条（虐待の防止のための措置に関する事項） 

 障害者虐待防止法の理念に基づき、利用者の人権を尊重し、虐待の定義の内容及び 

関連する不適切なケアを一切行いません。また、虐待発生の防止に努めるとともに 

早期発見、早期対応、再発防止について、すべての職員がこれらを認識し本指針を遵 

守して福祉の増進に努めます。 

また虐待を受けている恐れがある場合はただちに防止策を講じ市町村へ報告します。 

（身体拘束等の正当化） 

本事業所は、身体拘束等の正当化のための指針を整備し、職員に向け研修を定期的 

に実施します。 

 

第 10 条（苦情対策） 

１ 利用者は、提供されたサービスに苦情がある場合は、事業者（市町村等）に対し

て、いつでも苦情を申し立てることができます。 

２ 事業者は、苦情対応の窓口責任者及びその連絡先を明らかにするとともに、苦情

の申し立て又は相談があった場合は、迅速かつ適切に対応します。 

 

第 11 条（契約外条項） 

 本契約に規定のない事項については、健康保険法令及び介護保険法等関連法の規定 

を尊重し、利用者及び事業者の協議に基づき定めます。 

 

第 12 条（社会情勢及び天災） 

１ 社会情勢の急激な変化、地震、風水害など著しい社会秩序の混乱などにより、 

  事業所の義務の履行が難しい場合は、日程、時間の調整をさせて頂く場合があり 

 ます。 

２ 社会情勢の急激な変化、地震、風水害など著しい社会秩序の混乱などにより、事 

業所の義務の履行が遅延、もしくは、不能になった場合、それによる損害賠償責

任を事業所は負いません。 
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「個人情報の利用目的等について」 
 

当訪問看護ステーションでは、利用者様に安心して訪問看護を受けていただくため

に、安全な看護サービスの提供に努めるとともに、利用者様の個人情報の管理に厳重

な注意を払っています。 

   ◇ 個人情報の利用目的 

 当訪問看護ステーションでは、利用者様の個人情報を以下の目的で利用させていた

だくことがあります。これら以外の目的で利用させていただく必要が生じた場合には、

改めて利用者様から同意をいただくことにしておりますのでご安心ください。 

● 訪問看護の提供に関わるもの 

 □ 利用者様に提供する看護サービス 

 □ 主治医への報告書・計画書の提出 

 □ 主治医及び関係機関との連携 

 □ 他医療機関・訪問看護ステーション・介護サービス事業者からの照会への回答 

 □ 利用者様の看護サービスに対して、外部の専門職者の意見・助言を求める場合 

□ ご家族などへのサービス内容の説明 

● 診療費請求のための事務 

 □ 審査支払い機関へのレセプトの提供 

 □ 審査支払い機関又は保険者からの紹介の回答 

● 当ステーションの管理運営業務 

 □ 会計・経理 

 □ 医療事故等の報告 

 □ 利用者様への看護サービスの向上 

 □ その他、利用者様にかかる管理運営業務 

● 訪問看護業務の維持・改善のための基礎資料 

● 臨地実習などへの協力 

● 訪問看護の質の向上を目的とした法人内での症例研究 

● 外部監査機関への情報提供 

● 行政機関などの要請における照会・届出・報告など 

 上記のうち、他の医療機関等への情報提供について同意しがたいものがある場合に

は、その旨をお申し出ください。お申し出がないものについては、同意していただけ

たものとして取り扱わせていただきます。 

 

◇ 個人情報の開示・訂正・利用の停止について 

 当訪問看護ステーションでは、利用者様の個人情報の開示・訂正・利用の停止につ

きましても、「個人情報の保護に関する法律」に基づいて進めていきます。 

 ご不明な点がございましたら、責任者までお気軽にお尋ねください。 

 

心の訪問看護ステーションひなが 管理者 島本美保子 

電話：059-348-5511  FAX：059-348-5512 

 


